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下水道事業の現状と課題
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１ 下水道事業の現状
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下水道事業の経営の基本方針
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○ 基本方針

「安全で快適な下水道サービスを、持続的・

安定的に提供する」

○ 最優先事業

・ 老朽化対策事業

・ 浸水対策事業

・ コミュニティ・プラントと集落排水処理施設の

公共下水道への接続



令和４年度実施の主な事業

5

○ 老朽化対策事業

姫路駅北地区管更生、上菅処理場設備改築、

家島浄化センター設備改築 等

○ 浸水対策事業

汐入川才西川放水路幹線整備、

八家川第五ポンプ場整備、広畑本町貯留管整備 等

○ コミュニティ・プラントと集落排水処理施設の

公共下水道への接続

林田西幹線、御立幹線、船津幹線整備 等



整備事業費の推移（予算額）
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⇒国の施策により、浸水対策事業への国庫補助金が
増えているため、全体の整備事業費も増加



企業債残高の現状と見込
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平成28年度末 平成30年度末 令和3年度末 令和7年度末

処理区域内人口１人
当たりの企業債残高 ２３.７万円 ２０.９万円 １８.２万円 １６.５万円

平成28年度比較 － △２.８万円 △５.５万円 △７.２万円

処理区域内人口１人当たりの企業債残高の目標値
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⇒新規借入額より償還額が多いため、減少していく見込



一般会計からの繰入金の現状と見込
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平成28年度末 平成30年度末 令和3年度末 令和7年度末

処理区域内人口
１人当たりの繰入金 ２.２万円 ２.１万円 １.９万円 １.４万円

平成28年度比較 － △０.１万円 △０.３万円 △０.８万円

処理区域内人口１人当たりの繰入金の目標値
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□ うち収支不足の補填にかかる繰入金

19 21 21 21 21 21 22 23 23

⇒繰入金総額は減少していくが、
「収支不足の補填にかかる繰入金」は増加していく見込
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（一般汚水）

（単位 億円）

76.1 
83.5 83.4 83.8 83.0 82.5 83.4 83.2 82.3 82.0 81.6 81.7 81.4 80.8 80.2 

0

20

40

60

80

100

120

H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

下水道使用料の現状と見込

前回使用料改定

⇒Ｈ２９年度の前回の使用料改定で改善したが、
人口減少等により今後は減少していく見込
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２ 下水道使用料について
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下水道使用料の原則
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○ 下水道使用料の基本原則

料金は、公正妥当なものでなければならず、か
つ、能率的な経営の下における適正な原価を基礎
とし、地方公営企業の健全な運営を確保することが
できるものでなければならない。

○ 雨水公費・汚水私費の原則

雨水処理に要する費用は公費で、汚水処理に要
する費用は下水道使用者が排出量に応じて、私費
（下水道使用料）で負担する。



下水道使用料 料金表
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区分 水量別階層
金額

基本使用料
(1戸(箇所)1月につき)

- 860

10立方メートルまで 17

10立方メートルを超え20立方メートルまで 136

20立方メートルを超え30立方メートルまで 172

従量使用料 30立方メートルを超え50立方メートルまで 202

(1立方メートル増すごとに
1戸(箇所)1月につき)

50立方メートルを超え100立方メートルまで 227

100立方メートルを超え200立方メートルまで 252

200立方メートルを超え500立方メートルまで 316

500立方メートルを超え1,000立方メートルまで 367

1,000立方メートルを超えるもの 385

消費税等別



【参考】水道料金 料金表
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※下水道使用料は、平成２９年４月の使用料改定により、基本水量
は廃止しました。

(令和2年４月１日以降）

基本 金額
水量

13mm 5㎥ 914円 0～5㎥ 6～10㎥
20mm 5㎥ 984円 基本料金内 5円
25mm 5㎥ 2,510円 6～10㎥ 11～20㎥ 21～30㎥
30mm 5㎥ 3,440円 164円 164円 218円 31～50㎥
40mm 10㎥ 6,100円 0～10㎥ 265円 51㎥～
50mm 10㎥ 10,500円 基本料金内 309円
75mm 30㎥ 23,200円 0～30㎥ 基本料金内

100mm 50㎥ 38,000円 0～50㎥ 基本料金内
150mm 150㎥ 100,500円 0～150㎥ 基本料金内 151㎥～ 309円
200mm 300㎥ 175,500円 0～300㎥ 基本料金内 301㎥～ 309円

メーター
口径

基本料金
従量料金（１㎥あたりの単価)



下水道使用料設定の基本原則
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姫路市下水道条例
第１３条 使用料の算定

下水道法第２０条第２項

使用料は、次の原則に
よって定めなければならな
い。
一 下水の量及び水質そ

の他使用者の使用の態
様に応じて妥当なもので
あること。

二 能率的な管理の下に

おける適正な原価をこえ
ないものであること。

三 定率又は定額をもつ

て明確に定められている
こと。

四 特定の使用者に対し

不当な差別的取扱をす
るものでないこと。

地方公営企業法第２１条

① 地方公共団体は、地方
公営企業の給付につい
て料金を徴収することが
できる。

② 前項の料金は、公正妥
当なものでなければなら
ず、

かつ、能率的な経営の下
における適正な原価を基
礎とし、地方公営企業の
健全な運営を確保するこ
とができるものでなけれ
ばならない。

下水道使用料の基本 料金の基本原則使用料は条例で定める
（地方自治法第２２８条）

下水道使用料設定の基本原則①

適正な原価

下水道使用料設定の基本原則②

個別原価



下水道使用料算定の概要
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①財政計画等の策定・確認
・施設の整備計画 ・排水需要の予測
・施設の管理計画
・職員の配置計画

②使用料算定期間の設定

③収支見積に基づく使用料改定の
必要性の確認

・収入の見積（現行使用料体系）
・支出（維持管理費、資本費）の推計
・収支バランスの確認

④使用料対象経費の算定
・管理運営費（維持管理費、資本費）の算定
・控除額の算定（公費負担とすべき経費等）

⑤収支過不足の確認 ・使用料の改定率の目安

⑥使用料対象経費の分解
・資本費・維持管理費を、

需要家費・固定費・変動費または固定的経費・変動的経費に分解

⑦使用者群の区分
・水量区分の設定（水量使用料）
・水質区分の設定（水質使用料）

⑧使用料対象経費の配賦

経費の性質に応じて配賦
・一般排水と特定排水の区分とそれに基づく配賦方法
・需要の変動に基づく配賦方法
・水質の負荷に基づく配賦方法

⑨使用料体系の設定
・基本使用料
・従量使用料
・水質使用料

使
用
料
対
象
経
費
の
算
定

使
用
料
体
系
の
設
定



基本使用料、従量使用料の考え方
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定 義 使用料対象経費の配賦

基本使用料
排出量の有無にかかわりなく賦課さ
れる料金

基本使用料として賦課する固定費の範囲について
は、実態等を勘案して定める

従量使用料
排出量の多寡に応じ水量と単位水量
当たりの価格により算定し賦課される
料金

基本使用料として賦課するもの以外の全ての経費

累進
使用料

排出量の増加に応じて使用料単価が
高くなる料金体系

累進度の設定は水量区画ごとの排水需要への影
響等を勘案し、実情に対応した適切なものとする

需要家費
下水道使用水量の多寡に係わりなく
下水道使用数に対応して増減する経
費（使用料徴収関係経費等）

○ 需要家費及び固定費を基本使用料として賦課す
るのが適当であるが、下水道においては、使用
料対比に占める固定費が極めて大きいことから、
その一部を基本使用料として賦課し、他を従量使
用料として賦課することとするのが妥当とされて
いる

固定費

下水道使用水量及び使用者数の多
寡に係わりなく固定的に必要とされる
経費（資本費、電力料金の基本料金、
人件費等）

○ 経営の安定性を確保するため、従量使用料に基
本使用料を併置する方法（二部使用料制）が有
効である

変動費
下水道使用水量の多寡に応じて変動
する経費（動力費の大部分、薬品費
等）

○ 基本使用料に基本水量を設け、その範囲で定額
制をとることも行われている

出典：日本下水道協会「下水道使用料算定の基本的考え方」



使用料対象経費
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公費と私費
の負担区分

私費負担部分 公費負担部分 経費

使用料収入
（分流式下水道等

に要する経費）
基準内
繰入金

財源

使用料対象
経費

需要
家費

固 定 費 変動費

使用料への
配賦

基本使用料 従量使用料

※平成１８年度に基準内繰入として「分流式下水道等に要する経費」が
新設され、基準内繰入金の範囲が拡大されましたが、当該繰入金は
適正な使用料を徴収してもなお使用料で回収することが困難な経費
に対するものであり、本来は使用料で賄うべき経費とも考えられます。



一般家庭使用料（中核市）
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一般家庭使用料（県下）
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３ 下水道使用料の分析
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水量階層別の使用件数
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22
※ 使用件数は、２箇月ごとに検針した１年間の件数を平均したもの。

（令和３年度、一般汚水）

（単位 件）

■月１０㎥以下
■月１１～５０㎥
■月５１㎥以上

月５０㎥以下の使用者が使用件数の９８％を占めています。

１０㎥以下
３６％

１１～５０㎥
６２％

５１㎥以上
２％



※本懇話会における使用者区分

• 小口使用者 ： 月 １０㎥以下の使用者（高齢者等単身世帯）
• 中口使用者 ： 月 １０㎥超 ５０㎥以下の使用者（標準的な一般家庭）
• 大口使用者 ： 月 ５１㎥以上の使用者（事業所等）
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中口使用者 大口使用者
（単位 件）

小口使用者

85,453 83,694 

46,035 

16,401 

1,899 676 424 149 116 
0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000



540 

1,516 

1,349 

711 

146 114 157 124 

407 

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

水量階層別の年間排出量

24

件数で９８％の小口、中口使用者が排出量では８１％を占めています。
件数ではわずか２％の大口使用者が排出量では１９％を占めています。

（令和３年度、一般汚水）

１０㎥以下
１１％

１１～５０㎥
７０％

５１㎥以上
１９％

排出量（万㎥）
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（令和３年度、一般汚水）

排出量で８１％の小口、中口使用者が使用料では６７％を占めています。
排出量で１９％の大口使用者が使用料では３３％を占めています。

１０㎥以下
１０.５億円(12%)

５１㎥以上
３０.３億円(33%)

１１～５０㎥
４９.８億円(55%)

（単位 億円、税込）



水量階層別使用件数の推移

26

使用件数は毎年増加しています。階層別では、小口、中口使用者は増加傾向にあ
り、大口使用者は減少傾向にあります。

（一般汚水）
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（単位 件）
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■小口使用者(月１０㎥以下)

前回使用料改定



水量階層別排出量の推移
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全体と大口使用者の排出量は横ばいで推移していますが、人口減少等により中口使
用者は減少し、単身世帯の増加等により小口使用者は増加を予測しています。

（一般汚水）

474 485 505 520 515 540 

3,534 3,526 3,496 3,499 3,648 3,576 

1,035 1,037 1,034 1,034 950 948 

5,043 5,048 5,035 5,053 5,113 5,064 
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■小口使用者(月１０㎥以下)

（単位 万㎥）

前回使用料改定
新型コロナウイルス感染症の影
響で大口使用者の排出量が減
少し、小口、中口使用者の排出
量が増加しています。



基本使用料・従量使用料の推移
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（一般汚水）
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水量階層別下水道使用料の推移
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前回使用料を改定した平成29年度以降、全体と大口使用者の使用料は横ばいで

推移していますが、人口減少等により中口使用者は減少し、単身世帯の増加等に
より小口使用者は増加を予測しています。

（一般汚水）
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■小口使用者(月１０㎥以下)

（単位 億円）

前回使用料改定

新型コロナウイルス感染症の影
響で大口使用者の使用料が減
少し、小口、中口使用者の使用
料が増加しています。
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水量階層別１㎥あたりの平均使用単価
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階層別の平均使用単価は、大口使用者が小口、中口使用者に比べて高くなっています。

（一般汚水）

（単位 円/㎥、税込）



４ 下水道事業の抱える課題
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管渠の老朽化の状況

32
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H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5

管渠老朽化率 管渠改善率

（単位 ％） （単位 ％）

(R5.2月時点決算見込) (予算)

全管渠のうち各年度に改築等を行った管渠割合を示す管渠改善率は、計画的な実
施により、改善傾向ではありますが、法定耐用年数を超えた管渠の割合を示す管
渠老朽化率は、年々増加しており、整備のペースアップが必要になっています。
そのためには今後多額の費用と財源が必要になります。

(中核市平均0.18)

(中核市平均7.6)



今後の投資額の見込

（下水道事業全体の概算） (消費税込)

項 目
１０年間の投資額

（R3－R12）
５０年間の投資額

（R3－R52）

老朽化対策事業 約 ４９２億円 約 ２,４８９億円

浸水対策事業 約 ５００億円 約 １,４９５億円

コミプラ・集排接続事業 約 ３８億円 約 ４６億円

その他（新規下水道管敷設） 約 ７２億円 約 １１３億円

合 計 約 １,１０２億円 約 ４,１４３億円

※ 揖保川流域下水道事業への建設負担金、事務費等は見込んでおりません。
※ 令和４年度中に策定予定の雨水管理総合計画の事業費は反映しておりません。
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34

（一般汚水）

（単位 円）
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28年度 29年度 30年度 R1年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度
維持管理費 資本費

例：1年で5,000万㎥の排出があった場合
11.7円(R3とR4の単価差)×5,000万㎥
⇒5億8,500万円の支出増

？？

汚水処理費の増加

前回使用料改定

１㎥あたりの汚水処理経費である汚水処理原価は、資本費は減少傾向、維持
管理費は増加傾向にあります。また、昨今の燃料費の高騰等により、令和４
年度はさらに増加する見込です。

(R5.2月時点決算見込)
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（公共下水道）

（単位 円）
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28年度 29年度 30年度 R1年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度

動力費 薬品費

？？

1㎥あたりの動力費・薬品費の増加

前回使用料改定

電力単価、薬品単価の増加により経費が増加傾向にあります。
また、昨今の燃料費の高騰等により、令和４年度はさらに増加する見込です。

例：1年で5,000万㎥の排出があった場合
3.1円(R3とR4の単価差)×5,000万㎥
⇒1億5,500万円の支出増

(R5.2月時点決算見込)
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（固定金利・半年賦元金均等・３０年償還・ １年据置の場合）

（単位 ％）
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？？

公的資金の長期利率の上昇

前回使用料改定

下水道事業では、投資事業を賄うために、利率の有利な公的資金により企
業債の借入を行っていますが、借入の際の長期利率は年々上昇していま
す。（公的資金＝財政融資資金、地方公共団体金融機構）

(R5.2月時点)

例：60億円借入する場合
R3(0.7%)→4,200万円 R4(1.2%)→7,200万円
⇒１年あたり3,000万円の支出増



収支不足補填にかかる繰入金の見込
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⇒汚水処理費等の増加がこのまま推移すれば、
収支不足補填にかかる繰入金は約４億円／年の増
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一般汚水の使用料の経費充足率を改善しようとした場合の試算

38

経費充足率 使用料増収額 改定率

９０％ 約 ９億１,１００万円 約 １１.０％

９５％ 約 １４億１,８００万円 約 １７.２％

１００％ 約 １９億２,５００万円 約 ２３.４％

74.9 80.9 83.8 85.0 84.1 85.7
81.0

30
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90

28年度 29年度 30年度 R1年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度

経費充足率の推移
（一般汚水）

（単位 ％）

（※経費充足率：汚水処理経費を下水道使用料でどれだけ賄えているかを示す指標）

前回使用料改定

(R5.2月時点決算見込)

？？



▶ 水需要の変動に影響を受けにくい
安全・安心な水道事業を将来にわたって維持していくため、社会環境

の変化や経済動向による水需要の変動に影響を受けにくい料金体系を
構築する。

▶ 水の積極的な使用を促す
水の積極的な使用を促すため、逓増型の料金体系を見直し、水を多く

使用した場合に、現行より料金が安くなるような体系とする。

(第２回姫路市水道ビジョン推進会議資料より)

水道料金の動向

39

水量料金については、「姫路市水道ビジョン推進会議」に
おいて、新しい料金体系の検討がされている。

目指す方向性

⇒新しい水道料金体系の内容や影響を踏まえて、
下水道使用料の見直しを進める必要がある。
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５ 下水道使用料の検討事項
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下水道使用料の検討事項

42

「安全で快適な下水道サービスを、持続的・安定的に提供する」

○ 人口減少等による排出量の減少、新型コロナウイルス感染症等社会情勢の影響

⇒ 排出量が減少、又は、階層毎の使用状況に変化が生じても、使用料収入を安定し
て確保することができる使用料体系とすることが必要

現状 検討事項

基本使用料

・H29以降、使用料収入全体に占める基
本使用料収入の割合が下がっている。

・下水道施設等の維持にかかる経費（運
転管理委託費等）が従前より増加して
いることから、基本使用料へ適切に反
映する必要がある。

従量使用料

・人口減少等により、中口使用者の排出
量は減少傾向であるため、使用料収入

は減少している。

・R2、R3は、新型コロナウイルス感染症
によるステイホームの影響で、大口使
用者の排出量が減少し、小口、中口使
用者の排出量が増加するなど、使用状
況に変化が生じ、収入へ影響している。

・排出量は減少傾向にあるが、動力費、
薬品費等の単価が従前より増加してい

ることから、従量使用料へ適切に反映
する必要がある。

・水道料金の見直しも予定されていること
から、市民生活への影響を十分に検討
する必要がある。



下水道使用料の改定履歴

43

改定年月日 平均改定率
下水道使用料
　２０㎥/月（消費税込）

改定理由等 備　　考

昭和61年8月1日 650円

昭和63年4月1日 750円(15.4%)

平成4年6月1日 S63より25%+消費税 950円(26.7%) （消費税３％込）

平成6年4月1日 S63より50%+消費税 1,150円(21.1%) （消費税３％込）

平成8年6月1日 30% 1,500円(30.4%) （消費税３％込）

平成10年4月1日 20% 1,800円(20.0%) （消費税等５％込）

平成13年6月1日 8.94% 2,100円(16.7%)
充足率を改善し、（６３．８％）一般会計からの補てん
財源を減少させる

（消費税等５％込）

平成22年4月1日 4.6% 2,190円( 4.3%)
充足率を改善し、（８０％以上）一般会計からの補て
ん財源を減少させる

（消費税等５％込）

平成26年4月1日 - 2,249円( 2.7%)
消費税率変更により、税込表示から税別表示に変
更する

（消費税等８％別）

平成29年4月1日 9.8% 2,581円(14.8%)

・経費充足率を改善し（80％）、一般会計からの繰入
金を減少させる
・基本水量の廃止
・中口使用者の平均使用量単価を全体平均へ近づ
ける

（消費税等８％別）

令和1年10月1日 - 2,629円( 1.9%) 消費税率の変更 （消費税等１０％別）



今後のスケジュール（案）
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R4 R5 R6 R7

会議ス
ケ

ジュー
ル

３月２２日
第１回経営懇話会

７月頃
第１回経営懇話会

９月頃
第２回経営懇話会

１１月頃
第３回経営懇話会

２月頃
第４回経営懇話会

未定 未定

主な
協議内

容

下水道事業の現状
と課題 等について

投資計画、収支計
画、(新)姫路市下水
道事業経営戦略(案)
について

未定 未定

予定
(新)姫路市下水道事業

経営戦略の策定


